
教職研究科

履修方法

１．通則

（１）入学時に決定されたメンター（担当教員）の面談・指導を通じて、履修科目と履修計画の立案と経

過の確認を行うこととする。

２．２年制コース

（１）修了要件は、２年以上在学し、所定の授業科目について４６単位以上を取得するものとする。取得し

た者に「教職修士（専門職）」の学位が授与される。なお、在学年数は標準修業年限の２倍を超える

ことが出来ない。

（２）前項の４６単位は、次のように履修する。

共通科目 １８単位以上

分野別選択科目 １６単位以上

学校における実習 １０単位

その他の単位については、自由選択科目を含め、共通科目、分野別選択科目から選択・履修する。

（３）１学年度に選択・履修する科目の単位数は、３９単位を上限とする。

（４）「学校における実習」の科目については、その教職歴を、別途定める基準と手続きにより、単位とし

て認定することが出来るものとする。

３．１年制コース

（１）修了要件は、１年以上在学し、所定の授業科目について４６単位以上を取得するものとする。取得し

た者に「教職修士（専門職）」の学位が授与される。なお、在学年数は標準修業年限の２倍を超える

ことが出来ない。

（２）前項の４６単位は、次のように履修する。

共通科目 １８単位以上

分野別選択科目 １６単位以上

学校における実習 １０単位

その他の単位については、自由選択科目を含め、共通科目、分野別選択科目から選択・履修する。

（３）１学年度に選択・履修する科目の単位数は、３９単位を上限とする。

（４）「学校における実習」の科目については、その教職歴を、別途定める基準と手続きにより、単位とし

て認定することが出来るものとする。
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